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１ 【半期報告書の訂正報告書の提出理由】

2025年11月14日に提出いたしました第66期中（自　2025年４月１日　至　2025年９月30日）半期報告書の記載事項

の一部に誤りがありましたので、これを訂正するため半期報告書の訂正報告書を提出するものであります。

　

２ 【訂正事項】

第一部 【企業情報】

第３ 【提出会社の状況】

１ 【株式等の状況】

(5)【大株主の状況】

(6)【議決権の状況】

①【発行済株式】

          （注）１

                ２

②【自己株式等】

          （注）

３ 【訂正箇所】

訂正箇所は   を付して表示しております。

 
第一部 【企業情報】

 第３ 【提出会社の状況】

   １ 【株式等の状況】

        (5)【大株主の状況】

 
（訂正前）

  2025年９月30日現在

氏名又は名称 住所
所有株式数
(株)

発行済株式
(自己株式を
除く。)の
総数に対する
所有株式数
の割合(％)

株式会社エス・ワイ・エス 東京都台東区駒形２丁目５－８ 851,000 10.91

株式会社エツミ光学 福井県鯖江市糺町21号４番地の８ 500,000 6.41

三光産業取引先持株会 東京都渋谷区神宮前三丁目42番６号 440,900 5.65

小舘 和美 東京都渋谷区 318,851 4.09

鈴木 佳子 東京都目黒区 315,567 4.05

株式会社三井住友銀行 東京都千代田区丸の内一丁目１番２号 304,320 3.90

吉田 文子 東京都国立市 269,800 3.46

松村 紀子 東京都三鷹市 234,351 3.01

土田 雄一 東京都国立市 220,900 2.83

田中 周子 東京都新宿区 202,300 2.59

計 ― 3,657,989 46.91
 

 
 
（訂正後）
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  2025年９月30日現在

氏名又は名称 住所
所有株式数
(株)

発行済株式
(自己株式を
除く。)の
総数に対する
所有株式数
の割合(％)

株式会社エス・ワイ・エス 東京都台東区駒形２丁目５－８ 851,000 10.91

株式会社エツミ光学 福井県鯖江市糺町21号４番地の８ 500,000 6.41

三光産業取引先持株会 東京都渋谷区神宮前三丁目42番６号 464,900 5.96

小舘 和美 東京都渋谷区 318,851 4.09

鈴木 佳子 東京都目黒区 315,567 4.05

株式会社三井住友銀行 東京都千代田区丸の内一丁目１番２号 304,320 3.90

吉田 文子 東京都国立市 269,800 3.46

松村 紀子 東京都三鷹市 234,351 3.01

土田 雄一 東京都国立市 220,900 2.83

田中 周子 東京都新宿区 202,300 2.59

計 ― 3,681,989 47.22
 

 
       (6)【議決権の状況】

        ①【発行済株式】

 
（訂正前）

   2025年９月30日現在

区分 株式数(株) 議決権の数(個) 内容

無議決権株式 ― ― ―

議決権制限株式(自己株式等) ― ― ―

議決権制限株式(その他) ― ― ―

完全議決権株式(自己株式等)
普通株式 80,900

 

 ― ―

完全議決権株式(その他)
普通株式

77,851 ―
7,785,100

単元未満株式
普通株式

― ―
12,800

発行済株式総数 7,878,800 ― ―

総株主の議決権 ― 77,851 ―
 

（注）１．「完全議決権株式（その他）」の欄には、株式付与ＥＳＯＰ信託の信託財産（所有者名義「日本マスタ

         ートラスト信託銀行株式会社（株式付与ＥＳＯＰ信託口）」）56,800株（議決権の数568個）が含まれて

         おります。

     ２．「単元未満株式」の欄には、自己保有株式74株、株式付与ＥＳＯＰ信託の信託財産（所有者名義「日本

         マスタートラスト信託銀行株式会社（株式付与ＥＳＯＰ信託口）」）32株が含まれております。

 
（訂正後）

   2025年９月30日現在
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区分 株式数(株) 議決権の数(個) 内容

無議決権株式 ― ― ―

議決権制限株式(自己株式等) ― ― ―

議決権制限株式(その他) ― ― ―

完全議決権株式(自己株式等)
普通株式 80,900

 

 ― ―

完全議決権株式(その他)
普通株式

77,851 ―
7,785,100

単元未満株式
普通株式

― ―
12,800

発行済株式総数 7,878,800 ― ―

総株主の議決権 ― 77,851 ―
 

（注）１．「完全議決権株式（その他）」の欄には、株式付与ＥＳＯＰ信託の信託財産（所有者名義「日本マスタ

         ートラスト信託銀行株式会社（株式付与ＥＳＯＰ信託口）」）56,700株（議決権の数567個）が含まれて

         おります。

     ２．「単元未満株式」の欄には、自己保有株式74株、株式付与ＥＳＯＰ信託の信託財産（所有者名義「日本

         マスタートラスト信託銀行株式会社（株式付与ＥＳＯＰ信託口）」）55株が含まれております。

 
 
    ②【自己株式等】

 
（訂正前）

  2025年９月30日現在

所有者の氏名又は名称 所有者の住所
自己名義
 所有株式数
 (株)

他人名義
 所有株式数
 (株)

所有株式数
 の合計
 (株)

発行済株式
 総数に対する
 所有株式数
 の割合(％)

三光産業株式会社
東京都渋谷区神宮前
 三丁目42番６号

80,900 － 80,900 1.03

計 ― 80,900 － 80,900 1.03
 

（注）議決権行使基準日における株式付与ＥＳＯＰ信託口が保有している当社株式56,832株は、中間連結財務諸表に

おいて、自己株式として処理しており、日本マスタートラスト信託銀行株式会社名義で所有しておりますが、

株式付与ＥＳＯＰ信託口による信託財産であり、自己株式には含みません。

 
（訂正後）

  2025年９月30日現在

所有者の氏名又は名称 所有者の住所
自己名義
 所有株式数
 (株)

他人名義
 所有株式数
 (株)

所有株式数
 の合計
 (株)

発行済株式
 総数に対する
 所有株式数
 の割合(％)

三光産業株式会社
東京都渋谷区神宮前
 三丁目42番６号

80,900 － 80,900 1.03

計 ― 80,900 － 80,900 1.03
 

（注）議決権行使基準日における株式付与ＥＳＯＰ信託口が保有している当社株式56,755株は、中間連結財務諸表に

おいて、自己株式として処理しており、日本マスタートラスト信託銀行株式会社名義で所有しておりますが、

株式付与ＥＳＯＰ信託口による信託財産であり、自己株式には含みません。
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